
2026 年 3⽉ 3⽉ 

お客様各位 

WOTA 株式会社 

WOSH 及び WOTA BOX 各種約款改定のお知らせ  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。   

平素より弊社製品「 WOSH 」及び「 WOTA BOX」をご愛⽉いただき、誠にありがとうございます。   

この度、 2026 年 4 月 1 日より、北良株式会社から WOTA 株式会社へ業務移管されることに伴う変更に

加え、現行の実態に合わせた規定の明確化のため、約款類に⽉部改定を実施させていただくこととなり

ました。つきましては、変更内容と別紙の新旧対照表をご確認いただけますようお願い申し上げます。  

引き続き、より⽉層のご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。   

敬具  

記 

１．対象約款  

⚫ WOSH 売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOSH 保守契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOSH 保守契約約款 5 年 旧約款 新約款 

⚫ WOSH 純正品売買契約約款（売買用）  旧約款 新約款 

⚫ WOSH 純正品売買契約約款（定額プラン用）  旧約款 新約款 

⚫ WOSH レンタル契約約款  旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 保守契約約款  旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 純正品売買契約約款 旧約款 新約款 

 

2022 年 12 月 22 日以降に WOTA からご購入されたお客様向け  

⚫ WO SH 売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 売買契約約款 旧約款 新約款 

 

2022 年 12 月 21 日以前に WOTA からご購入されたお客様向け  

⚫ WO SH 売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WO SH 純正品売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 売買契約約款 旧約款 新約款 

⚫ WOTA BOX 純正品売買契約約款 旧約款 新約款 

https://wota-store.com/terms-and-condition_wosh.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wosh_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_support.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_support_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_support_5.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_support_5_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_woshsupply.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_woshsupply_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_woshsupply_monthly.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_woshsupply_monthly_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wosh-zero.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wosh-zero_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_wotabox.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotabox_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_wotabox_support.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotabox_support_20260401.pdf
https://wota-store.com/terms-and-condition_wotaboxsupply.html
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotaboxsupply_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wosh.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wosh_wota_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wotabox.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotabox_wota_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wosh-ex.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wosh-ex_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_woshsupply-ex.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_woshsupply-ex_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wotabox-ex.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotabox-ex_20260401.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_wotaboxsupply-ex.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_wotaboxsupply-ex_20260401.pdf


レンタル契約で定額プランをご利用されているお客様向け  

⚫ WOSH 純正品売買契約約款（定額プラン用）  旧約款 新約款 

 

２． 主な変更内容 

⚫ 北良株式会社から WOTA 株式会社への業務移管に伴う契約主体・請求関連の変更  

⚫ 消耗品提供主体の変更 

⚫ 実態に合わせた保守契約期間の明示 

⚫ 商品の所有権・処分に関する変更  

詳細は各約款の新旧対照表をご参照ください。  

 

３．適用日  

2026 年 4 月 1 日（水）  

 

４．約款の掲載 場所 

「１．対象約款」の各種リンクからご確認ください。  

2026 年 4 月 1 日以降の掲載場所については、後日別途ご案内いたします。  

 

５ ． 本件に関するお問合せ先  

カスタマーサポート  0120 -378 -771  

 

 

WOTA STORE 

〒024 -0335  

岩手県北上市和賀町後藤二地割 106 番 160  後藤野工業団地 

info@wota -store.com  

https://wota -store.com/  

 

 

以上 

https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/terms-and-condition_woshsupply_monthly2.pdf
https://files.wota.work/terms_conditions/assets/pdf/20260401/terms-and-condition_woshsupply_monthly2_20260401.pdf
mailto:info@wota-store.com
https://wota-store.com/


＜別紙＞ 

新旧対照表【 WOSH 売買契約約款】  

対象約款  旧  新 

WOSH 売買契約約款 

前文 

この WOSH 売買契約約款（以下「本約款」と

いいます。）は、水循環型ポータブル手洗機

「 WOSH 」（納品書記載の製造番号のもの

（但し、本契約に基づきその全部又は一部に

交換等が生じた場合には、当該交換等がなさ

れた後の製造番号のものを指します。）。以

下「本物件」といいます。）の購入申込者

（以下「買主」といいます。）と 北良株式会

社（以下「当社」といいます）。）との間で

締結される売買契約（以下「本契約」といい

ます。）に関する契約条項を定めるもので

す。  

この WOSH 売買契約約款（以下「本約款」と

いいます。）は、水循環型ポータブル手洗機

「 WOSH 」（納品書記載の製造番号のもの（但

し、本契約に基づきその全部又は一部に交換等

が生じた場合には、当該交換等がなされた後の

製造番号のものを指します。）。以下「本物

件」といいます。）の購入申込者（以下「買

主」といいます。）と 販売店（販売店及び販売

店に本物件を卸売する北良株式会社 （以下 総称

して 「当社」といいます）。）との間で締結さ

れる売買契約（以下「本契約」といいます。）

に関する契約条項を定めるものです。  

WOSH 売買契約約款  

第 10 条(純正品) 

1.買主は、 当社が提供する本物件の部品及び

消耗品（以下、これらを総称して「純正品」

といいます。）に関し、 当社との間で純正品

売買契約を締結するものとします。買主が純

正品売買契約の締結を拒んだ場合には、当社

は、買主に対して純正品の供給義務を一切負

いません。  

1.買主は、 WOTA 株式会社が提供する本物件の

部品及び消耗品（以下、これらを総称して「純

正品」といいます。）に関し、 WOTA 株式会社

との間で純正品売買契約を締結するものとしま

す。買主が純正品売買契約の締結を拒んだ場合

には、当社は、買主に対して純正品の供給義務

を一切負いません。  

WOSH 売買契約約款  

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1)本約款又は本契約の一つにでも 違反した

とき。  

1.(1)本約款又は本契約のいずれかの規定に違反

したとき。  

WOSH 売買契約約款  

第 14 条(処分) 

2.適正な資源の再利用及び不適切な処理の防

止を図るため、買主は、本物件の使用を終了

する場合には、 当社及び WOTA 株式会社の指

示に従い、指定する業者に委託して本物件を

廃棄できるものとします。但し、その際の 費

用は買主の負担とし、 当社は、買主の費用負

担が最小限となるよう努めるものとします。  

2.適正な資源の再利用及び不適切な処理の防止

を図るため、買主は、本物件の使用を終了する

場合には、 事前に、販売店又は WOTA 株式会

社に連絡するものとします。また、本物件の処

分にかかる費用は買主の負担とし ます。  

WOSH 売買契約約款  

第 15 条(損害賠償責任) 

買主又は当社は、 本契約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、本件売買

代金の合計金額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主又は当社

は、第 17 条（その他禁止事項）、第 22 条

（守秘義務）又は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相手方に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

買主又は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相手方に損害を与えたときは、本

件売買代金の合計金額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主又は当

社は、第 17 条（その他禁止事項）、第 22 条

（守秘義務）又は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相手方に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

WOSH 売買契約約款 

第 29 条（改定）  

 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定した場合は、 以下の当社ホームペー

ジにて適用時期とともに掲示し、買主が適用

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

した場合は、当社 ウェブサイト にて適用時期と

ともに掲示し、買主が適用時期を経過してもな



時期を経過してもなお 本物品の使用を継続し

た場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

https://wota -store.com  

お本物件の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

WOSH 売買契約約款  

第 30 条(付則) 

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

1 .本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 



新旧対照表【 WOSH 保守契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOSH 保守契約約款  

第 3 条(保守料⽉)  

第 3 条(保守料⽉)  

1. 本物件の１台当たりの保守料金は、１年間

につき 30,000 円（税別）です。  

2. 前項の保守料金の支払いについて、買主

は、当社に対し、 当社の請求代行業務を担う

北良株式会社からの請求により、請求書記載

の保守料金の総額及び消費税（以下「本件保

守料金」といいます。）を請求書記載の支払

期限までに当社の指定する方法により支払う

ものとします。振込手数料は買主の負担とし

ます。  

第 3 条(保守料金の支払い) 

保守料金の支払いについて、買主は、当社に対

し、 当社又は当社の請求代行業務を担う販売店

からの請求により、請求書記載の保守料金の総

額及び消費税（以下「本件保守料金」といいま

す。）を請求書記載の支払期限までに当社の指

定する方法により支払うものとします。振込手

数料は買主の負担とします。  

 

WOSH 保守契約約款  

第 4 条(本件保守業務の期間)  

1. 本件保守業務の提供期間（以下「本件保守

期間」といいます。）は、本物件を納品した

月の翌月から１年間とします。但し、当社又

は買主のいずれかから本件保守期間の満了の

３か月前までに書面または電磁的方法 (電子メ

ール等)による通知がない限り、本契約は同一

の内容で１年間延長されるものとし、以後も

同様とします 。  

5.本契約が終了した場合（終了原因の如何を

問いません。）であっても、第 8 条（損害賠

償責任）、第 9 条（目的外使用の禁止）、第

10 条（その他禁止事項）、第 11 条（免

責）、第 12 条（遅延損害金）、第 13 条（公

正証書）、第 15 条（守秘義務）、第 18 条

（準拠法）、第 20 条（合意管轄）、第 21 条

（特約条項）及び第 22 条（改定）の規定は引

き続き効力を有するものとします。  

1. 本件保守業務の提供期間（以下「本件保守期

間」といいます。）は、本物件を納品した月の

翌月から１年間とします。但し、当社又は買主

のいずれかから本件保守期間の満了の３か月前

までに書面または電磁的方法 (電子メール等 )に

よる通知がない限り、本契約は同一の内容で１

年間延長されるものとし、以後も同様とします

が、最長期間は５年とします。  

5.  本契約が終了した場合（終了原因の如何を問

いません。）であっても、第 8 条（損害賠償責

任）、第 9 条（目的外使用の禁止）、第 10 条

（その他禁止事項）、第 11 条（免責）、第 12

条（遅延損害金）、第 13 条（公正証書）、第

15 条（守秘義務）、 第 16 条（知的財産権の帰

属）、 第 18 条（準拠法）、第 20 条（合意管

轄）、第 21 条（特約条項）及び第 22 条（改

定）の規定は引き続き効力を有するものとしま

す。  

 

WOSH 保守契約約款  

第 6 条(解除及び期限の利益喪

失)  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

2.買主が前項各号のいずれかに該当した場

合、買主は当然に本契約その他の当社との間

で締結した契約から生じる一切の債務につい

て期限の利益を失い、買主は 当社又は当社の

請求代行業者である北良株式会社に対して、

その時点において買主が負担する一切の債務

を直ちに一括して弁済しなければならないも

のとします。  

1.(1)本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき  

2.買主が前項各号のいずれかに該当した場合、

買主は当然に本契約その他の当社との間で締結

した契約から生じる一切の債務について期限の

利益を失い、買主は 当社に対して、その時点に

おいて買主が負担する一切の債務を直ちに一括

して弁済しなければならないものとします。  

 

WOSH 保守契約約款 

第 8 条(損害賠償責任) 

買主又は当社は、 本契約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、本件保守

料金の５年分相当額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主又は

買主又は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相手方に損害を与えたときは、本

件保守料金の５年分相当額を限度として賠償し

なければならないものとします。但し、買主又

 



当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

15 条（守秘義務）に定める義務の違反により

相手方に損害を与えたときは、全ての損害に

つき賠償する責任を負うものとします。  

は当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

15 条（守秘義務）に定める義務の違反により相

手方に損害を与えたときは、全ての損害につき

賠償する責任を負うものとします。  

WOSH 保守契約約款 

第 16 条（ 知的財産権の帰属）  

本保守プランの過程で発生する特許権、実用

新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法

第 27 条及び第 28 条に定める権利を含

む。）、 本件物品に含まれるノウハウ、コン

セプト、アイディア及びその他一切の知的財

産権（特許、実用新案登録、意匠登録を受け

る権利及び出願中のものを含む。）は、すべ

て当社に帰属します。  

本保守プランの過程で発生する特許権、実用新

案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法第 27

条及び第 28 条に定める権利を含む。）、 本物

件に含まれるノウハウ、コンセプト、アイディ

ア及びその他一切の知的財産権（特許、実用新

案登録、意匠登録を受ける権利及び出願中のも

のを含む。）は、すべて当社に帰属します。  

 

WOSH 保守契約約款 

第 22 条（改定）  

 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のウェブページ にて適用時期ととも

に掲示し、買主が適用時期を経過してもなお

本物品の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions

/ 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適用時期とともに掲示し、買主が

適用時期を経過してもなお 本物件の使用を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

 

WOSH 保守契約約款 

第 23 条（付則）  

 

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

 

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

 



新旧対照表【 WOSH 保守契約約款 5 年】  

対象約款  旧  新  

WOSH 保守契約約款 5 年 

第 3 条（保守料金の支払い）  

 

 

 

第 3 条（ 保守料金）  

1. 本物件の１台当たりの保守料金は、１年間

につき 30,000 円（税別）です。  

2. 前項の保守料金の支払いについて、買主

は、当社に対し、 当社の請求代行業務を担う

北良株式会社からの請求により、請求書記載

の保守料金の総額及び消費税（以下「本件保

守料金」といいます。）を請求書記載の支払

期限までに当社の指定する方法により支払う

ものとします。振込手数料は買主の負担とし

ます。  

第 3 条（ 保守料金の支払い）  

保守料金の支払いについて、買主は、当社に対

し、 当社又は当社の請求代行業務を担う販売店

からの請求により、請求書記載の保守料金の総

額及び消費税（以下「本件保守料金」といいま

す。）を請求書記載の支払期限までに当社の指

定する方法により支払うものとします。振込手

数料は買主の負担とします。  

  

 

WOSH 保守契約約款 5 年 

第４条（本件保守業務の期間）   

1.本件保守業務の提供期間（以下「本件保守

期間」といいます。）は、本物件を納品した

月の翌月から 5 年間とし ます。但し、当社又

は買主のいずれかから本件保守期間の満了の

３か月前までに書面または電磁的方法 (電子メ

ール等)による通知がない限り、本契約は同一

の内容で１年間延長されるものとし、以後も

同様とします。  

5.  本契約が終了した場合（終了原因の如何を

問いません。）であっても、第 8 条（損害賠

償責任）、第 9 条（目的外使用の禁止）、第

10 条（その他禁止事項）、第 11 条（免

責）、第 12 条（遅延損害金）、第 13 条（公

正証書）、第 15 条（守秘義務）、第 18 条

（準拠法）、第 20 条（合意管轄）、第 21 条

（特約条項）及び第 22 条（改定）の規定は引

き続き効力を有するものとします。  

1.本件保守業務の提供期間（以下「本件保守期

間」といいます。）は、本物件を納品した月の

翌月から 5 年間とし、 その後延長は行わないも

のとします。  

5.  本契約が終了した場合（終了原因の如何を問

いません。）であっても、第 8 条（損害賠償責

任）、第 9 条（目的外使用の禁止）、第 10 条

（その他禁止事項）、第 11 条（免責）、第 12

条（遅延損害金）、第 13 条（公正証書）、第

15 条（守秘義務）、 第 16 条（知的財産権の帰

属）、 第 18 条（準拠法）、第 20 条（合意管

轄）、第 21 条（特約条項）及び第 22 条（改

定）の規定は引き続き効力を有するものとしま

す。  

 

WOSH 保守契約約款 5 年 

第６条（解除及び期限の利益喪

失）  

1.(1)本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき  

2.買主が前項各号のいずれかに該当した場

合、買主は当然に本契約その他の当社との間

で締結した契約から生じる一切の債務につい

て期限の利益を失い、買主は 当社又は当社の

請求代行業者である北良株式会社に対して、

その時点において買主が負担する一切の債務

を直ちに一括して弁済しなければならないも

のとします。  

1.(1)本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき  

2.買主が前項各号のいずれかに該当した場合、

買主は当然に本契約その他の当社との間で締結

した契約から生じる一切の債務について期限の

利益を失い、買主は 当社に対して、その時点に

おいて買主が負担する一切の債務を直ちに一括

して弁済しなければならないものとします。  

 

WOSH 保守契約約款 5 年 

第８条（損害賠償責任）  

買主又は当社は、 本契約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、本件保守

料金の５年分相当額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主又は

当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

買主又は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相手方に損害を与えたときは、本

件保守料金の５年分相当額を限度として賠償し

なければならないものとします。但し、買主又

は当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

 



15 条（守秘義務）に定める義務の違反により

相手方に損害を与えたときは、全ての損害に

つき賠償する責任を負うものとします。  

15 条（守秘義務）に定める義務の違反により相

手方に損害を与えたときは、全ての損害につき

賠償する責任を負うものとします。  

WOSH 保守契約約款 5 年 

第 16 条（ 知的財産権の帰属）  

本保守サポートの過程で発生する特許権、実

用新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権

法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含

む。）、 本件物品に含まれるノウハウ、コン

セプト、アイディア及びその他一切の知的財

産権（特許、実用新案登録、意匠登録を受け

る権利及び出願中のものを含む。）は、すべ

て当社に帰属します。  

本保守サポートの過程で発生する特許権、実用

新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法第

27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）、 本

物件に含まれるノウハウ、コンセプト、アイデ

ィア及びその他一切の知的財産権（特許、実用

新案登録、意匠登録を受ける権利及び出願中の

ものを含む。）は、すべて当社に帰属します。  

 

WOSH 保守契約約款 5 年 

第 22 条（改定）  

 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のウェブページ にて適用時期ととも

に掲示し、買主が適用時期を経過してもなお

本物品の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions

/ 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適用時期とともに掲示し、買主が

適用時期を経過してもなお 本物件の使用を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

 

WOSH 保守契約約款 5 年 

第 23 条（付則）  

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

 



新旧対照表【 WOSH 純正品売買契約約款】  

対象約款  旧  新 

WOSH 純正品売買契約約款  

前文 

この WOSH 純正品売買契約約款（以下「本約

款」といいます。）は、水循環型ポータブル

手洗機「 WOSH 」（以下「本物件」といいま

す。）を購入し、 北良株式会社（以下「当

社」といいます。）が提供する本物件の部品

及び消耗品（以下、これらを総称して「純正

品」といいます。）の購入を当社に対して申

し込む者（以下「お客様」といいます。）と

当社との間で締結される純正品売買契約（以

下「本契約」といいます。）に関する契約条

項を定めるものです。  

この WOSH 純正品売買契約約款（以下「本約

款」といいます。）は、水循環型ポータブル手

洗機「 WOSH 」（以下「本物件」といいま

す。）を購入し、 WOTA 株式会社（以下「当

社」といいます。）が提供する本物件の部品及

び消耗品（以下、これらを総称して「純正品」

といいます。）の購入を当社に対して申し込む

者（以下「お客様」といいます。）と当社との

間で締結される純正品売買契約（以下「本契

約」といいます。）に関する契約条項を定める

ものです。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第１条（純正品売買契約の成

立）  

 

1．お客様は、 WOTA 株式会社及び当社の定め

る手続に従い、当社ショッピングサイト

（ https://wota -store.com  以下「本件サイ

ト」といいます。）を通じて、純正品の購入

を申し込むことができます。なお、当社は、

お客様の利便性の向上のため、申込手続の仕

様等を随時変更することがあります。  

1．お客様は、 当社の定める手続に従い、当社

ショッピングサイト（ https://wota -store.com  

以下「本件サイト」といいます。）を通じて、

純正品の購入を申し込むことができます。な

お、当社は、お客様の利便性の向上のため、申

込手続の仕様等を随時変更することがありま

す。  

WOSH 純正品売買契約約款  

第６条（所有権）  

 

 

 

1. 純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

金の全額の支払を完了した時に、当社からお

客様に移転するものとします。但し、 買主は

本契約及び当社がお客様に提供する純正品の

取扱説明書等（随時改定される内容を含み、

以下「マニュアル」といいます。）に定める

条件を遵守しなければならないものとしま

す。  

2. 純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属します。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指示がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送用伝

票（着払伝票）を用いて、当社宛に発送する

ものとします。  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代金

の全額の支払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、 お客様は本契

約及び当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。  

2.交換された使用済みのフィルターは、当社指

定の返送先へ返送するか、又はお住まいの自治

体のルールに従って適切に廃棄してください。

なお、お客様ご自身で廃棄される場合、使用済

みフィルターの廃棄にかかる費用はお客様の負

担となります。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第８条（製造物責任）  

1.純正品について人の生命、身体、財産に対

し損害を発生させ、又は発生させうる欠陥が

存在することが判明した場合、本契約の当事

者は、相手方及び WOTA 株式会社に対し、直

ちに書面をもって通知するものとします。こ

の場合、当社はなんらの責任を負うことな

く、本契約の全部又は一部を解除することが

でき、純正品が引渡前であればその引渡しを

1.純正品について人の生命、身体、財産に対し

損害を発生させ、又は発生させうる欠陥が存在

することが判明した場合、本契約の当事者は、

相手方及び当社に対し、直ちに書面をもって通

知するものとします。この場合、当社はなんら

の責任を負うことなく、本契約の全部又は一部

を解除することができ、純正品が引渡前であれ

ばその引渡しを中止することができるものとし



中止することができるものとします。  

2.前項に定める欠陥が当社又は WOTA 株式会

社の責めに帰すべき事由によるものであり、

かつ、お客様がそのことを合理的な疑いを差

し挟む余地のない程度に証明した場合に限

り、 WOTA 株式会社は、お客様に対し、純正

品の欠陥によりお客様が被った直接かつ通常

の損害を賠償する責任を負うものとします。  

3.第 14 条（損害賠償責任）の規定にかかわら

ず、前項の規定に基づく損害賠償責任は、

WOTA 株式会社が契約する生産物賠償責任保

険に基づき、当該事故に対して支払われる保

険金額の範囲内でのみ負うものとします。  

ます。  

2.前項に定める欠陥が当社の責めに帰すべき事

由によるものであり、かつ、お客様がそのこと

を合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証

明した場合に限り、 当社は、お客様に対し、純

正品の欠陥によりお客様が被った直接かつ通常

の損害を賠償する責任を負うものとします。  

3.第 14 条（損害賠償責任）の規定にかかわら

ず、前項の規定に基づく損害賠償責任は、 当社

が契約する生産物賠償責任保険に基づき、当該

事故に対して支払われる保険金額の範囲内での

み負うものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 10 条（純正品）  

 

1.お客様は、本物件を使用するにあたって

は、必ず、 当社が提供する WOTA 株式会社の

純正の部品及び消耗品（純正品）を使用しな

ければならないものとします。当社は、お客

様が、本物件を使用するにあたり、純正品以

外の部品及び消耗品を利用したこと、その他

の本契約又はマニュアルに定める当社の指示

に反した利用によって被った一切の損害及び

第三者に与えた一切の損害について賠償の義

務を負わず、これによって本物件及び純正品

に生じた一切の不具合、不都合、欠陥等に対

して責任を負わないものとします。  

1.お客様は、本物件を使用するにあたっては、

必ず、 当社が提供する純正の部品及び消耗品

（純正品）を使用しなければならないものとし

ます。当社は、お客様が、本物件を使用するに

あたり、純正品以外の部品及び消耗品を利用し

たこと、その他の本契約又はマニュアルに定め

る当社の指示に反した利用によって被った一切

の損害及び第三者に与えた一切の損害について

賠償の義務を負わず、これによって本物件及び

純正品に生じた一切の不具合、不都合、欠陥等

に対して責任を負わないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 11 条（ 残存効）  

本契約の全部又は一部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が本物件を保有又は使用される限り、第

６条（所有権）第１項、第７条（担保責

任）、第８条（製造物責任）、第 10 条（純正

品）、第 11 条（有効期間）第２項 、第 12 条

（解除及び期限の利益喪失）第２項、第 14 条

（損害賠償責任）、第 15 条（目的外使用の禁

止）、第 16 条（その他禁止事項）、第 17 条

（免責）、第 18 条（遅延損害金）、第 19 条

（公正証書）、第 23 条（準拠法）、第 25 条

（合意管轄）、第 26 条（特約条項）、及び第

27 条（改定）の規定は引き続き効力を有する

ものとします。また、第 21 条（守秘義務）に

ついては、当該条項の定めのとおり、効力を

有するものとします。  

本契約の全部又は一部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が本物件を保有又は使用される限り、第６条

（所有権）第１項、第７条（担保責任）、第８

条（製造物責任）、第 10 条（純正品）、第 11

条（残存効） 、第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）第２項、第 14 条（損害賠償責任）、第

15 条（目的外使用の禁止）、第 16 条（その他

禁止事項）、第 17 条（免責）、第 18 条（遅延

損害金）、第 19 条（公正証書）、第 23 条（準

拠法）、第 25 条（合意管轄）、第 26 条（特約

条項）、及び第 27 条（改定）の規定は引き続

き効力を有するものとします。また、第 21 条

（守秘義務）については、当該条項の定めのと

おり、効力を有するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款  

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき  

1.(1)本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき  

WOSH 純正品売買契約約款  

第 14 条（損害賠償責任）  

お客様又は当社は、 本契約に違反することに

より、相手方に損害を与えたときは、当該損

お客様又は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相手方に損害を与えたときは、



 害に関する売買代金総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様又は当社は、第 10 条（その

他禁止事項）又は第 15 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相手方に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負う

ものとします。  

当該損害に関する売買代金総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様又は当社は、第 16 条（その

他禁止事項）又は第 21 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相手方に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの

とします。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 17 条（ 免責）  

お客様が、第 15 条（目的外使用の禁止）及び

前条（その他禁止事項）の規定に違反した場

合は、当社は、理由の如何を問わず、当該目

的外使用又は違反行為によってお客様又は第

三者に生じた損害を賠償する責任を負わない

ものとします。また、当社は、お客様が第 ９

条（目的外使用の禁止）及び前条（その他禁

止事項）の規定に違反した場合には、その理

由の如何を問わず、純正品の供給を中止する

ことができるものとします。  

お客様が、第 15 条（目的外使用の禁止）及び

前条（その他禁止事項）の規定に違反した場合

は、当社は、理由の如何を問わず、当該目的外

使用又は違反行為によってお客様又は第三者に

生じた損害を賠償する責任を負わないものとし

ます。また、当社は、お客様が第 15 条（目的

外使用の禁止）及び前条（その他禁止事項）の

規定に違反した場合には、その理由の如何を問

わず、純正品の供給を中止することができるも

のとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 20 条（ 利用情報の取得）  

お客様は、 当社及び WOTA 株式会社が本物件

の品質保持、向上、本物件の安全な使用その

他の正当な目的で使用するため、本物件の通

信機器を用いて本物件の装置より得られる装

置利用情報（以下「利用情報」といいま

す。）を取得することを承諾するとともに、

これを利用する権限を有することを確認しま

す。  

お客様は、 当社が本物件の品質保持、向上、本

物件の安全な使用その他の正当な目的で使用す

るため、本物件の通信機器を用いて本物件の装

置より得られる装置利用情報（以下「利用情

報」といいます。）を取得することを承諾する

とともに、これを利用する権限を有することを

確認します。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 27 条（改定）  

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のホームページあるいは、本件サイ

ト にて適用時期とともに掲示し、お客様が適

用時期を経過してもなお 本物品の使用を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

https://wota -store.com/  

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適用時期とともに掲示し、お客様

が適用時期を経過してもなお 本物件の使用を継

続した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

WOSH 純正品売買契約約款 

第 28 条（付則）  

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

 

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

 



新旧対照表【 WOSH 純正品売買契約約款（定額プラン用）】  

対象約款  旧  新 

WOSH 純正品売買契約約款（定

額プラン用）  

第１条（純正品売買契約の成

立）  

 

1.お客様は、当社の定める⽉続に従い、 北良

株式会社が運営する当社製品のショッピング

サイト（ https:// wota -store.com 以下「本件

サイト」といいます。）を通じて、純正品の

購⽉を申し込むことができます。なお、当社

は、お客様の利便性の向上のため、申込⽉続

の仕様等を随時変更することがあります。  

1.お客様は、当社の定める⽉続に従い、 当社が

運営する当社製品のショッピングサイト

（ https:// wota -store.com 以下「本件サイト」

といいます。）を通じて、純正品の購⽉を申し

込むことができます。なお、当社は、お客様の

利便性の向上のため、申込⽉続の仕様等を随時

変更することがあります。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第２条（定額プラン料⽉及び売

買代⽉）  

2.定額プラン料⽉の請求は、 本件サイトを運

営する北良株式会社を当社の請求代⽉業者と

して 、請求するものとします。定額プランの

料⽉及び純正品の売買代⽉の⽉払いについ

て、お客様は、 北良株式会社が指定する期⽉

までに、注⽉時に選択した⽉払⽉法により、

定額プランの料⽉⽉は売買代⽉の総額及び消

費税並びに送料等（以下「本件売買代⽉」と

いいます。）の⽉払いを済ませるものとしま

す。当該期⽉までにお客様による⽉払いがな

い場合、当該申込みに基づく純正品の売買契

約は、⽉動的に解除されることがあります。  

2.定額プラン料⽉の請求は、 当社が請求するも

のとします。定額プランの料⽉及び純正品の売

買代⽉の⽉払いについて、お客様は、 当社が指

定する期⽉までに、注⽉時に選択した⽉払⽉法

により、定額プランの料⽉⽉は売買代⽉の総額

及び消費税並びに送料等（以下「本件売買代

⽉」といいます。）の⽉払いを済ませるものと

します。当該期⽉までにお客様による⽉払いが

ない場合、当該申込みに基づく純正品の売買契

約は、⽉動的に解除されることがあります。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第５条（純正品の引渡し）  

1.当社は、 ⽉ら⽉は北良株式会社を通じて、

お客様が注⽉時に指定した⽉本国内の引渡場

所において、純正品をお客様に引き渡すもの

とします。海外発送は致しません。  

2. 第 15 条（不可抗⽉）に定める不可抗⽉、運

送中の事故、労働争議、その他当社に故意⽉

は重⽉な過失が認められない事由によって純

正品の引渡しが遅延したときは、当社 及び北

良株式会社は、⽉切の責任を負わないものと

します。  

1.当社は、お客様が注⽉時に指定した⽉本国内

の引渡場所において、純正品をお客様に引き渡

すものとします。海外発送は致しません。  

2. 第 15 条（不可抗⽉）に定める不可抗⽉、運

送中の事故、労働争議、その他当社に故意⽉は

重⽉な過失が認められない事由によって純正品

の引渡しが遅延したときは、当社は、⽉切の責

任を負わないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第７条（検査）  

 

1.お客様は、純正品の引渡後、７⽉以内に純

正品を検査し、当社 に代わって通知の受付を

⽉う北良株式会社に対して合格⽉は不合格の

通知を⽉わなければならないものとします。  

2. お客様は、前項の検査により純正品につ

き、種類、品質⽉は数量が本契約の内容に適

合しないこと（以下「契約不適合」といいま

す。）を発⽉したときは、直ちにその理由を

記載した書⽉をもって 北良株式会社に不合格

の通知をしなければならないものとします。

かかる通知がなされないまま前項の期間が経

過したときは、純正品が検査に合格したもの

とみなします。  

3. 当社は、検査の結果、不合格となったもの

1.お客様は、純正品の引渡後、７⽉以内に純正

品を検査し、当社に対して合格⽉は不合格の通

知を⽉わなければならないものとします。  

2. お客様は、前項の検査により純正品につき、

種類、品質⽉は数量が本契約の内容に適合しな

いこと（以下「契約不適合」といいます。）を

発⽉したときは、直ちにその理由を記載した書

⽉をもって 当社に不合格の通知をしなければな

らないものとします。かかる通知がなされない

まま前項の期間が経過したときは、純正品が検

査に合格したものとみなします。  

3. 当社は、検査の結果、不合格となったものに

ついては、当社の費⽉負担で引き取り、お客様

と協議して決定した期限までに代品納⽉を⽉わ



については、当社の費⽉負担で引き取り、お

客様と北良株式会社が協議して決定した期限

までに代品納⽉を⽉わなければならないもの

とします。  

4. 前項の規定に拘わらず、当社は、 ⽉ら⽉は

北良株式会社を通じて、 お客様による検査結

果に関し、疑義⽉は異議のあるときは、遅滞

なく書⽉によりその旨を申し出ることがで

き、その場合、お客様と当社は、協議のうえ

解決するものとします。  

なければならないものとします。  

4. 前項の規定に拘わらず、当社は、お客様によ

る検査結果に関し、疑義⽉は異議のあるとき

は、遅滞なく書⽉によりその旨を申し出ること

ができ、その場合、お客様と当社は、協議のう

え解決するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）   

第８条（所有権）  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

⽉の全額の⽉払を完了した時に、当社 ⽉は北

良株式会社（在庫状況により、北良株式会社

の在庫を提供することがあります。） からお

客様に移転するものとします。但し、 純正品

のうちフィルター類については、お客様は、

使⽉した後は、次項の定めに従い、当社に返

送しなければならないものとします。また、

お客様は、本契約及び当社がお客様に提供す

る純正品の取扱説明書等（随時改定される内

容を含み、以下「マニュアル」といいま

す。）に定める条件を遵守しなければならな

いものとします。  

2. 純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属します。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指⽉がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送⽉伝

票（着払伝票）を⽉いて、当社宛に発送する

ものとします。  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、お客様は、本

契約及び当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。  

 

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）   

第９条（担保責任）  

 

1.お客様は、純正品に契約不適合（品質に関

するものに限ります。）を発⽉し、かつそれ

が第７条第１項に定める検査において容易に

発⽉することができなかった場合は、純正品

の引渡時から６ヶ⽉以内に限り、お客様は当

社⽉は北良株式会社に対して、⽉書をもって

当社に通知することで無償の修理を請求する

ことができるものとします。  

2. 前項の通知を当社が受けた場合、当社 ⽉は

北良株式会社は純正品を調査します。お客様

の通知どおりに契約不適合の存在が当社にお

いて確認できた場合、それがお客様の責めに

帰すべき事由による場合を除き、当社は、当

1.お客様は、純正品に契約不適合（品質に関す

るものに限ります。）を発⽉し、かつそれが第

７条第１項に定める検査において容易に発⽉す

ることができなかった場合は、純正品の引渡時

から６ヶ⽉以内に限り、お客様は当社に対し

て、⽉書をもって通知することで無償の修理を

請求することができるものとします。  

2. 前項の通知を当社が受けた場合、当社は純正

品を調査します。お客様の通知どおりに契約不

適合の存在が当社において確認できた場合、そ

れがお客様の責めに帰すべき事由による場合を

除き、当社は、当社の選択に従い、契約不適合

のある純正品を無償で修理するか、本契約の内



社の選択に従い、契約不適合のある純正品を

無償で修理するか、本契約の内容に適合する

純正品に無償で交換するものとします。  

3. 本条は純正品の契約不適合について当社の

責任を定めた唯⽉の規定であり、これ以外の

いかなる損害についても当社は負担しませ

ん。第１項所定の期間内に当社 ⽉は北良株式

会社がお客様よりなんらの通知も受領しない

場合、お客様は純正品の契約不適合について

当社に対しなんら請求することはできないも

のとします。  

 

容に適合する純正品に無償で交換するものとし

ます。  

3. 本条は純正品の契約不適合について当社の責

任を定めた唯⽉の規定であり、これ以外のいか

なる損害についても当社は負担しません。第１

項所定の期間内に当社がお客様よりなんらの通

知も受領しない場合、お客様は純正品の契約不

適合について当社に対しなんら請求することは

できないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 13 条（ 残存効）  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が本物件を保有⽉は使⽉される限り、第

８条（所有権）第１項、第９条（担保責

任）、第 10 条（製造物責任）、第 12 条（純

正品）、第 13 条（有効期間）第２項 、第 14

条（解除及び期限の利益喪失）第２項、第 16

条（損害賠償責任）、第 17 条（⽉的外使⽉の

禁⽉）、第 18 条（その他禁⽉事項）、第 19

条（免責）、第 20 条（遅延損害⽉）、第 21

条（公正証書）、第 25 条（準拠法）、第 27

条（合意管轄）、第 28 条（特約条項）、及び

第 29 条（改定）の規定は引き続き効⽉を有す

るものとします。また、第 23 条（守秘義務）

については、当該条項の定めのとおり、効⽉

を有するものとします。  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が本物件を保有⽉は使⽉される限り、第８条

（所有権）第１項、第９条（担保責任）、第 10

条（製造物責任）、第 12 条（純正品）、第 13

条（残存効） 、第 14 条（解除及び期限の利益

喪失）第２項、第 16 条（損害賠償責任）、第

17 条（⽉的外使⽉の禁⽉）、第 18 条（その他

禁⽉事項）、第 19 条（免責）、第 20 条（遅延

損害⽉）、第 21 条（公正証書）、第 25 条（準

拠法）、第 27 条（合意管轄）、第 28 条（特約

条項）、及び第 29 条（改定）の規定は引き続

き効⽉を有するものとします。また、第 23 条

（守秘義務）については、当該条項の定めのと

おり、効⽉を有するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 14 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1)本約款⽉は本契約の⽉つにでも 違反した

とき。  

2.お客様が前項各号のいずれかに該当した場

合、お客様は当然に本契約、その他の契約か

ら⽉じる⽉切の債務について期限の利益を失

い、お客様は当社 ⽉は当社の請求代⽉業者で

ある北良株式会社に対して、その時点におい

てお客様が負担する⽉切の債務を直ちに⽉括

して弁済しなければならないものとします。  

1.(1)本約款⽉は本契約のいずれかの規定に違反

したとき。  

2.お客様が前項各号のいずれかに該当した場

合、お客様は当然に本契約、その他の契約から

⽉じる⽉切の債務について期限の利益を失い、

お客様は当社に対して、その時点においてお客

様が負担する⽉切の債務を直ちに⽉括して弁済

しなければならないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 16 条（損害賠償責任）  

お客様⽉は当社は、 本契約に違反することに

より、相⽉⽉に損害を与えたときは、当該損

害に関する売買代⽉総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様⽉は当社は、第 12 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 17 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負う

ものとします。  

お客様⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、

当該損害に関する売買代⽉総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様⽉は当社は、第 18 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 23 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの

とします。  



  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 26 条（通知、報告事項）  

1.お客様は、お客様の住所、⽉名、商号⽉は

代表者のいずれかに変更が⽉じたときは、直

ちに書⽉で当社及び北良株式会社に通知する

ものとします。  

1.お客様は、お客様の住所、⽉名、商号⽉は代

表者のいずれかに変更が⽉じたときは、直ちに

書⽉で当社に通知するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 29 条（改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のウェブページ にて適⽉時期ととも

に掲⽉し、お客様が適⽉時期を経過してもな

お本物品の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。  

https:// wota -store.com  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適⽉時期とともに掲⽉し、お客様

が適⽉時期を経過してもなお 本物件の使⽉を継

続した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 30 条（付則）  

本約款は、 2021 年 7⽉29⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

 

1.本約款は、 2021 年 7⽉29⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に当社のウェブ

サイト上に公開され、 2026 年 4 月 1 日以降、

改訂された内容が本契約に適用されるものとし

ます。  

 



新旧対照表【 WOSH レンタル契約約款】  

対象約款  旧  新 

WOSH レンタル契約約款  

第３条（レンタル料⽉）  

 

2.本物件のレンタル料⽉の⽉払いは、弊社所

定の⽉払⽉法によるものとします。当該⽉払

⽉法が複数ある場合には、発注書において借

主に選択していただきます。請求書払いをご

選択された場合には、借主は、当社に対し、

当社の請求代⽉業務を担う北良株式会社から

の請求により、 請求書記載のレンタル料⽉を

請求書記載の⽉払期限までに当社の指定する

⽉法により⽉払うものとします。振込⽉数料

は借主の負担とします。クレジットカードに

よる⽉払いを選択された場合には、借主がク

レジットカード会社との間で別途契約する条

件に従うものとします。また、借主と当該ク

レジットカード会社などの間で紛争が発⽉し

た場合は、借主と当該クレジットカード会社

の双⽉で解決するものとします。  

2.本物件のレンタル料⽉の⽉払いは、弊社所定

の⽉払⽉法によるものとします。当該⽉払⽉法

が複数ある場合には、発注書において借主に選

択していただきます。請求書払いをご選択され

た場合には、借主は、当社に対し、請求書記載

のレンタル料⽉を請求書記載の⽉払期限までに

当社の指定する⽉法により⽉払うものとしま

す。振込⽉数料は借主の負担とします。クレジ

ットカードによる⽉払いを選択された場合に

は、借主がクレジットカード会社との間で別途

契約する条件に従うものとします。また、借主

と当該クレジットカード会社などの間で紛争が

発⽉した場合は 、借主と当該クレジットカード

会社の双⽉で解決するものとします。  

WOSH レンタル契約約款  

第 22 条（損害賠償）  

 

 

 

2.当社が本契約に違反したことに起因⽉は関

連して借主に損害を与えた場合において当社

の賠償する損害は、如何なる場合であって

も、直接損害に限られ、間接的⽉は派⽉的に

発⽉した損害（逸失利益や休業補償及び弁護

⽉費⽉を含みます）は含まないものとし、ま

た、第２条に定めるレンタル期間に対応する

レンタル料⽉相当額（初期費⽉を含みませ

ん。）を上限とします。  

2.当社が本約款又は本契約に違反したことに起

因⽉は関連して借主に損害を与えた場合におい

て当社の賠償する損害は、如何なる場合であっ

ても、直接損害に限られ、間接的⽉は派⽉的に

発⽉した損害（逸失利益や休業補償及び弁護⽉

費⽉を含みます）は含まないものとし、また、

第２条に定めるレンタル期間に対応するレンタ

ル料⽉相当額（初期費⽉を含みません。）を上

限とします。  

WOSH レンタル契約約款  

第 29 条（改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定した場合は、 以下の当社のウェブペ

ージにて適⽉時期とともに掲⽉し、借主が適

⽉時期を経過してもなお 本物品の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions

/ 

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

した場合は、当社の ウェブサイト にて適⽉時期

とともに掲⽉し、借主が適⽉時期を経過しても

なお本物件の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。  

WOSH レンタル契約約款  

第 30 条（付則）  

 

本約款は、 2020 年 8⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

1.本約款は、 2020 年 8⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  



新旧対照表【 WOTA BOX 売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 売買契約約款 

前文 

この WOTA BOX 売買契約約款（以下「本約

款」といいます。）は、ポータブル水再生プ

ラント「 WOTA BOX」（納品書記載の製造番

号のもの（但し、本契約に基づきその全部又

は一部に交換等が生じた場合には、当該交換

等がなされた後の製造番号のものを指しま

す。）。以下「本物件」といいます。）の購

入申込者（以下「買主」といいます。）と 北

良株式会社（以下「当社」といいます。）と

の間で締結される売買契約（以下「本契約」

といいます。）に関する契約条項を定めるも

のです。  

この WOTA BOX 売買契約約款（以下「本約

款」といいます。）は、ポータブル水再生プラ

ント「 WOTA BOX」（納品書記載の製造番号の

もの（但し、本契約に基づきその全部又は一部

に交換等が生じた場合には、当該交換等がなさ

れた後の製造番号のものを指します。）。以下

「本物件」といいます。）の購入申込者（以下

「買主」といいます。）と 販売店（販売店及び

販売店に本物件を卸売する北良株式会社 （以

下、 総称して 「当社」といいます。））との間

で締結される売買契約（以下「本契約」といい

ます。）に関する契約条項を定めるものです。  

 

WOTA BOX 売買契約約款  

第 6 条(所有権) 

1.本物件の所有権は、買主が、本件売買代金

の全額の支払を完了した時に、当社から買主

に移転するものとします。但し、買主は、本

契約又は当社が買主に提供する本物件の取扱

説明書等（随時改定される内容を含み、以下

「マニュアル」といいます。）に定める条件

を遵守しなければならないものとします。  

2.前項の定めに拘わらず、本物件の取扱説明

書記載の「フィルター 5」及び「フィルター

6」（これらのハウジング、 RO 膜及び専用ケ

ース（本物品の取扱説明書記載の「フィルタ

ーセット B」を指します。以下同じ。）を含

みます。）一式については当社から買主への

貸与品とし、メンテナンスによりこれらを交

換した後の使用済の「フィルター 5」及び「フ

ィルター 6」は、一式を専用ケースに入れて、

速やかに乙に返却しなければならないものと

します。買主が「フィルター 5」及び「フィル

ター 6」を追加購入する場合には、当社は、専

用ケースに収納された使用済の「フィルター

5」及び「フィルター 6」の返却を確認後、専

用ケースに入れ、配送するものとします。但

し、「フィルター 5」及び「フィルター 6」の

最大購入数については、買主の使用状況を加

味し、個別に当社が判断することとします。  

本物件の所有権は、買主が、本件売買代金の全

額の支払を完了した時に、当社から買主に移転

するものとします。但し、買主は、本契約又は

当社が買主に提供する本物件の取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款  

第 10 条（純正品）  

1.買主は、 当社が提供する本物件の部品及び

消耗品（以下、これらを総称して「純正品」

といいます。）に関し、 当社との間で純正品

売買契約を締結するものとします。買主が純

正品売買契約の締結を拒んだ場合には、当社

は、買主に対して純正品の供給義務を一切負

1.買主は、 WOTA 株式会社が提供する本物件の

部品及び消耗品（以下、これらを総称して「純

正品」といいます。）に関し、 WOTA 株式会社

との間で純正品売買契約を締結するものとしま

す。買主が純正品売買契約の締結を拒んだ場合

には、当社は、買主に対して純正品の供給義務

 



いません。  を一切負いません。  

WOTA BOX 売買契約約款  

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

 

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 14 条(処分)  

2.適正な資源の再利用及び不適切な処理の防

止を図るため、買主は、本物件の使用を終了

する場合には、 当社及び WOTA 株式会社の指

示に従い、指定する業者  に委託して本物件を

廃棄できるものとします。但し、その際の 費

用は買主の負担とし 、当社は、買主の費用負

担が最小限となるよう努めるものとします。  

2.適正な資源の再利用及び不適切な処理の防止

を図るため、買主は、本物件の使用を終了する

場合には、 事前に、販売店又は WOTA 株式会

社に連絡するものとします。 また、 本物件の処

分にかかる費用は買主の負担とし ます。  

 

WOTA BOX 売買契約約款  

第 15 条（損害賠償責任）  

買主又は当社は、 本契約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、本件売買

代金の合計金額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主又は当社

は、第 17 条（その他禁止事項）、第 22 条

（守秘義務）又は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相手方に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

買主又は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相手方に損害を与えたときは、本

件売買代金の合計金額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主又は当

社は、第 17 条（その他禁止事項）、第 22 条

（守秘義務）又は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相手方に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款  

第 16 条（目的外使用の禁止）   

1.買主及び当社は、本物件が、事業者による

浄水装置及びシャワーとしての一般的使用

（災害等の緊急時において公衆の用に供する

場合を含む。以下「本使用目的」という。）

を目的として設計・製造されているものであ

ることを確認します。  

1.買主及び当社は、本物件が、事業者によるシ

ャワーとしての一般的使用（災害等の緊急時に

おいて公衆の用に供する場合を含む。以下「本

使用目的」という。）を目的として設計・製造

されているものであることを確認します。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 29 条（改定）  

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定した場合は、 以下の当社ホームペー

ジにて適用時期とともに掲示し、買主が適用

時期を経過してもなお 本物品の使用を継続し

た場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

https://wota -store.com/  

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

した場合は、当社 ウェブサイトに て適用時期と

ともに掲示し、買主が適用時期を経過してもな

お本物件の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

 

 

WOTA BOX 売買契約約款  

第 30 条（付則）  

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

 

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

 

 



新旧対照表【 WOTA BOX 保守契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 保守契約約款  

第 3 条(保守料⽉)  

 

第３条 (保守料⽉)  

1.本物件の１台当たりの保守料金は、前条の

保守プランの別に従い、別紙２に記載する金

額とします。  

2.前項の保守料金の支払いについて、買主

は、当社に対し、 当社の請求代行業務を担う

北良株式会社からの請求により、請求書記載

の保守料金の総額及び消費税（以下「本件保

守料金」といいます。）を請求書記載の支払

期限までに当社の指定する方法により支払う

ものとします。振込手数料は買主の負担とし

ます。  

第３条 (保守料⽉の支払い)  

保守料金の支払いについて、買主は、当社に対

し、 当社又は当社の請求代行業務を担う販売店

からの請求により、請求書記載の保守料金の総

額及び消費税（以下「本件保守料金」といいま

す。）を請求書記載の支払期限までに当社の指

定する方法により支払うものとします。振込手

数料は買主の負担とします。  

 

 

WOTA BOX 保守契約約款 

第４条（本件保守業務の期間）  

2.当社は、買主が別紙 3 に定める事項を行っ

た場合又は買主が本件保守料金の全部若しく

は一部の支払いを怠った場合は、その理由の

如何を問わず、本件保守業務の提供を中止す

ることができるものとします。  

5.本契約が終了した場合（終了原因の如何を

問いません。）であっても、第８条（損害賠

償責任）、第９条（目的外使用の禁止）、第

10 条（その他禁止事項）、第 11 条（免

責）、第 12 条（遅延損害金）、第 13 条（公

正証書）、第 15 条（守秘義務）、第 17 条

（準拠法）、第 19 条（合意管轄）、第 20 条

（特約条項）及び第 21 条（改定）の規定は引

き続き効力を有するものとします。  

2.当社は、買主が別紙 2 に定める事項を行った

場合又は買主が本件保守料金の全部若しくは一

部の支払いを怠った場合は、その理由の如何を

問わず、本件保守業務の提供を中止することが

できるものとします。  

5.本契約が終了した場合（終了原因の如何を問

いません。）であっても、第８条（損害賠償責

任）、第９条（目的外使用の禁止）、第 10 条

（その他禁止事項）、第 11 条（免責）、第 12

条（遅延損害金）、第 13 条（公正証書）、第

15 条（守秘義務）、 第 16 条（知的財産権の帰

属）、 第 18 条（準拠法）、第 20 条（合意管

轄）、第 21 条（特約条項）及び第 22 条（改

定）の規定は引き続き効力を有するものとしま

す。  

 

WOTA BOX 保守契約約款  

第６条（解除及び期限の利益喪

失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき  

1.(1)本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WOTA BOX 保守契約約款  

第８条（損害賠償責任）  

買主又は当社は、 本契約に違反することによ

り、相手方に損害を与えたときは、本件保守

料金の５年分相当額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主又は

当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

15 条（守秘義務）に定める義務の違反により

相手方に損害を与えたときは、全ての損害に

つき賠償する責任を負うものとします。  

買主又は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相手方に損害を与えたときは、本

件保守料金の５年分相当額を限度として賠償し

なければならないものとします。但し、買主又

は当社は、第 10 条（その他禁止事項）又は第

15 条（守秘義務）に定める義務の違反により相

手方に損害を与えたときは、全ての損害につき

賠償する責任を負うものとします。  

 

WOTA BOX 保守契約約款  

第 16 条（ 知的財産権の帰属）  

本保守サポートの過程で発生する特許権、実

用新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権

法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含

む。）、 本件物品に含まれるノウハウ、コン

セプト、アイディア及びその他一切の知的財

本保守サポートの過程で発生する特許権、実用

新案権、意匠権、商標権、著作権（著作権法第

27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）、 本

物件に含まれるノウハウ、コンセプト、アイデ

ィア及びその他一切の知的財産権（特許、実用

 



産権（特許、実用新案登録、意匠登録を受け

る権利及び出願中のものを含む。）は、すべ

て当社に帰属します。  

新案登録、意匠登録を受ける権利及び出願中の

ものを含む。）は、すべて当社に帰属します。  

WOTA BOX 保守契約約款 

第 22 条（改定）  

 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のウェブページ にて適用時期ととも

に掲示し、買主が適用時期を経過してもなお

本物品の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions

/ 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適用時期とともに掲示し、買主が

適用時期を経過してもなお 本物件の使用を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

 

WOTA BOX 保守契約約款  

第 23 条（付則）  

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

WOTA BOX 保守契約約款  

別紙 2 

（別紙２）保守料金【 BOX 保守契約書第１条

第２項（表中）から（別紙２）として別掲】  

別紙１の保守プランの別に従い、１台当たり

の保守料は以下のとおりです。  

1 年契約 ア  基本プラン  198,000 円（税

別）／ 1 年・台  

５年契約  イ  基本プラン  490,000 円（税

別）／ 5 年・台  

１年契約  ウ 安心プラン  348,000 円（税

別）／ 1 年・台  

５年契約  エ  安心プラン  990,000 円（税

別）／ 5 年・台  

削除  



新旧対照表【 WOTA BOX 純正品売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

前文 

この WOTA BOX 純正品売買契約約款（以下

「本約款」といいます。）は、ポータブル水

再生プラント「 WOTA  BOX」（以下「本物

件」といいます。）を購入し、 北良株式会社

（以下「当社」といいます。）が提供する本

物件の部品及び消耗品（以下、これらを総称

して「純正品」といいます。）の購入を当社

に対して申し込む者（以下「お客様」といい

ます。）と当社との間で締結される純正品売

買契約（以下「本契約」といいます。）に関

する契約条項を定めるものです。  お客様は、

本契約を申し込む前に、本約款の内容を十分

に確認するものとします。本約款の全部又は

一部に同意しない場合には、本契約を申し込

むことはできません。お客様が本契約を申し

込んだ場合には、お客様が本約款の内容を十

分に確認したうえ、一切の内容に同意したも

のとみなします。  

この WOTA BOX 純正品売買契約約款（以下

「本約款」といいます。）は、ポータブル水再

生プラント「 WOTA BOX」（以下「本物件」

といいます。）を購入し、 WOTA 株式会社（以

下「当社」といいます。）が提供する本物件の

部品及び消耗品（以下、これらを総称して「純

正品」といいます。）の購入を当社に対して申

し込む者（以下「お客様」といいます。）と当

社との間で締結される純正品売買契約（以下

「本契約」といいます。）に関する契約条項を

定めるものです。  お客様は、本契約を申し込む

前に、本約款の内容を十分に確認するものとし

ます。本約款の全部又は一部に同意しない場合

には、本契約を申し込むことはできません。お

客様が本契約を申し込んだ場合には、お客様が

本約款の内容を十分に確認したうえ、一切の内

容に同意したものとみなします。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第１条（純正品売買契約の成

立）  

 

1．お客様は、 WOTA 株式会社及び当社の定め

る手続に従い、当社ショッピングサイト

（ https://wota -store.com /  以下「本件サイ

ト」といいます。）を通じて、純正品の購入

を申し込むことができます。なお、当社は、

お客様の利便性の向上のため、申込手続の仕

様等を随時変更することがあります。  

1．お客様は、 当社の定める手続に従い、当社

ショッピングサイト（ https://wota -store.com 

/ 以下「本件サイト」といいます。）を通じ

て、純正品の購入を申し込むことができます。

なお、当社は、お客様の利便性の向上のため、

申込手続の仕様等を随時変更することがありま

す。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款  

第６条（所有権）   

1. 純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

金の全額の支払を完了した時に、当社からお

客様に移転するものとします。但し、 純正品

のうちフィルター類については、お客様は、

使用した後は、次項の定めに従い、当社に返

送しなければならないものとします。また、

お客様は、本契約及び当社がお客様に提供す

る純正品の取扱説明書等（随時改定される内

容を含み、以下「マニュアル」といいま

す。）に定める条件を遵守しなければならな

いものとします。  

2. 純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属します。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指示がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送用伝

1. 純正品の所有権は、お客様が、本件売買代金

の全額の支払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、お客様は、本

契約及び当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。  

2.  交換された使用済みのフィルターのうち、フ

ィルター 5 及びフィルター 6 については、専用

ケースに入れて当社指定の返送先へ返送する

か、又はお住まいの自治体のルールに従って適

切に廃棄してください。その他のフィルターに

ついては、お住まいの自治体のルールに従って

適切に廃棄してください。なお、お客様ご自身

で廃棄される場合、使用済みフィルターの廃棄

にかかる費用はお客様の負担となります。  

 

 



票（着払伝票）を用いて、当社宛に発送する

ものとします。  

3. 前項の定めに拘わらず、本物件の取扱説明

書記載の「フィルター 5」及び「フィルター

6」（これらのハウジング、 RO 膜及び専用ケ

ース（本物品の取扱説明書記載の「フィルタ

ーセット B」を指す。以下同じ。）を含

む。）一式については当社からお客様への貸

与品とし、メンテナンスによりこれらを交換

した後の使用済の「フィルター 5」及び「フィ

ルター 6」は、一式を専用ケースに入れて、速

やかに乙に返却しなければならないものとし

ます。お客様が「フィルター 5」及び「フィル

ター 6」を追加購入する場合には、当社は、専

用ケースに収納された使用済の「フィルター

5」及び「フィルター 6」の返却を確認後、専

用ケースに入れ、配送するものとします。但

し、「フィルター 5」及び「フィルター 6」の

最大購入数については、お客様の使用状況を

加味し、個別に当社が判断することとしま

す。  

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 11 条（ 残存効）  

本契約の全部又は一部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が本物件を保有又は使用される限り、第

６条（所有権）第１項、第７条（担保責

任）、第８条（製造物責任）、第 10 条（純正

品）、第 11 条（有効期間）第２項 、第 12 条

（解除及び期限の利益喪失）第２項、第 14 条

（損害賠償責任）、第 15 条（目的外使用の禁

止）、第 16 条（その他禁止事項）、第 17 条

（免責）、第 18 条（遅延損害金）、第 19 条

（公正証書）、第 23 条（準拠法）、第 25 条

（合意管轄）、第 26 条（特約条項）、及び第

27 条（改定）の規定は引き続き効力を有する

ものとします。また、第 21 条（守秘義務）に

ついては、当該条項の定めのとおり、効力を

有するものとします。  

本契約の全部又は一部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が本物件を保有又は使用される限り、第６条

（所有権）第１項、第７条（担保責任）、第８

条（製造物責任）、第 10 条（純正品）、第 11

条（残存効） 、第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）第２項、第 14 条（損害賠償責任）、第

15 条（目的外使用の禁止）、第 16 条（その他

禁止事項）、第 17 条（免責）、第 18 条（遅延

損害金）、第 19 条（公正証書）、第 23 条（準

拠法）、第 25 条（合意管轄）、第 26 条（特約

条項）、及び第 27 条（改定）の規定は引き続

き効力を有するものとします。また、第 21 条

（守秘義務）については、当該条項の定めのと

おり、効力を有するものとします。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 14 条（損害賠償責任）  

 

 

 

 

お客様又は当社は、 本契約に違反することに

より、相手方に損害を与えたときは、当該損

害に関する売買代金総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様又は当社は、第 10 条（その

他禁止事項）又は第 15 条（守秘義務）に定め

お客様又は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相手方に損害を与えたときは、

当該損害に関する売買代金総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様又は当社は、第 16 条（その

他禁止事項）又は第 21 条（守秘義務）に定め

 



 る義務の違反により相手方に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負う

ものとします。  

る義務の違反により相手方に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの

とします。  

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 15 条（ 目的外使用の禁止）  

1. お客様及び当社は、本物件が、事業者によ

る浄水装置及びシャワーとしての一般的使用

（災害等の緊急時において公衆の用に供する

場合を含む。以下「本使用目的」という。）

を目的として設計・製造されているものであ

ることを確認します。  

1. お客様及び当社は、本物件が、事業者による

シャワーとしての一般的使用（災害等の緊急時

において公衆の用に供する場合を含む。以下

「本使用目的」という。）を目的として設計・

製造されているものであることを確認します。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 17 条（ 免責）  

お客様が、第 15 条（目的外使用の禁止）及び

前条（その他禁止事項）の規定に違反した場

合は、当社は、理由の如何を問わず、当該目

的外使用又は違反行為によってお客様又は第

三者に生じた損害を賠償する責任を負わない

ものとします。また、当社は、お客様が第 ９

条（目的外使用の禁止）及び前条（その他禁

止事項）の規定に違反した場合には、その理

由の如何を問わず、純正品の供給を中止する

ことができるものとします。  

お客様が、第 15 条（目的外使用の禁止）及び

前条（その他禁止事項）の規定に違反した場合

は、当社は、理由の如何を問わず、当該目的外

使用又は違反行為によってお客様又は第三者に

生じた損害を賠償する責任を負わないものとし

ます。また、当社は、お客様が第 15 条（目的

外使用の禁止）及び前条（その他禁止事項）の

規定に違反した場合には、その理由の如何を問

わず、純正品の供給を中止することができるも

のとします。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 27 条（改定）  

 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社ホームページ にて適用時期とともに

掲示し、お客様が適用時期を経過してもなお

本物品の使用を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したものとみなします。  

https://store.wota.co.jp / 

当社は、必要に応じて、適用ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社 ウェブ

サイト にて適用時期とともに掲示し、お客様が

適用時期を経過してもなお 本物件の使用を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも

のとみなします。  

 

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 28 条（付則）  

本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結され

る本契約について適用されます。  

1.本約款は、 2022 年 12 月 22 日以降に締結さ

れる本契約について適用されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式会

社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4 月

1 日以降、改訂された内容が本契約に適用され

るものとします。  

 

 



2022 年 12 月 22 日以降に WOTA からご購入されたお客様向け  

新旧対照表【 WO SH 売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WO SH 売買契約約款 

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WO SH 売買契約約款 

第 14 条（ 処分）  

 

 

 

 

 

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防

⽉を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了

する場合には、 当社の指⽉に従い、当社の指

定する業者に委託して本物件を廃棄しなけれ

ばならないものとします。 但し、その際の費

⽉は買主の負担とし、当社は、買主の費⽉負

担が最⽉限となるよう努めるものとします。  

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防⽉

を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了する

場合には、 事前に当社に連絡するものとしま

す。また、本物件の処分にかかる費⽉は買主の

負担とします。  

 

WO SH 売買契約約款 

第 15 条（ 損害賠償責任）  

 

買主⽉は当社は、 本契約に違反することによ

り、相⽉⽉に損害を与えたときは、本件売買

代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主⽉は当社

は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

買主⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、本

件売買代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主⽉は当

社は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

 

WO SH 売買契約約款 

第 29 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定し  た場合は、 以下の当社のウェブペ

ージにて適⽉時期とともに掲⽉し、買主が適

⽉時期を経過して  もなお 本物品の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions
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当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

し  た場合は、当社の ウェブサイト にて適⽉時期

とともに掲⽉し、買主が適⽉時期を経過して  も

なお本物件の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。   

 

WO SH 売買契約約款 

第 30 条（ 付則）  

本約款は、 2022 年 12⽉22⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2022 年 12⽉22⽉以降に締結さ

れる本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式

会社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4

月 1 日以降、改定された内容が本契約に適用さ

れるものとします  

 

 



新旧対照表【 WOTA BOX 売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 売買契約約款 

第 6 条（ 所有権）  

 

 

 

1.本物件の所有権は、買主が、本件売買代⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社から買主

に移転する  ものとします。但し、買主は、本

契約⽉は当社が買主に提供する本物件の取扱

説明書等（随時改定  される内容を含み、以下

「マニュアル」といいます。）に定める条件

を遵守しなければならないも  のとします。   

2．  前項の定めに拘わらず、本物件の取扱説

明書記載の「フィルター 5」及び「フィルター

6」（これ  らのハウジング、 RO 膜及び専⽉ケ

ース（本物品の取扱説明書記載の「フィルタ

ーセット B」を指  します。以下同じ。）を含

みます。）⽉式については当社から買主への

貸与品とし、メンテナンス  によりこれらを交

換した後の使⽉済の「フィルター 5」及び「フ

ィルター 6」は、⽉式を専⽉ケース  に⽉れ

て、速やかに⽉に返却しなければならないも

のとします。買主が「フィルター 5」及び  

「フィルター 6」を追加購⽉する場合には、当

社は、専⽉ケースに収納された使⽉済の「フ

ィル  ター 5」及び「フィルター 6」の返却を確

認後、専⽉ケースに⽉れ、配送するものとし

ます。但し、  「フィルター 5」及び「フィル

ター 6」の最⽉購⽉数については、買主の使⽉

状況を加味し、個別に  当社が判断することと

します。  

1.本物件の所有権は、買主が、本件売買代⽉の

全額の⽉払を完了した時に、当社から買主に移

転する  ものとします。但し、買主は、本契約⽉

は当社が買主に提供する本物件の取扱説明書等

（随時改定  される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないも  のとします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 14 条（ 処分）  

 

 

 

 

 

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防

⽉を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了

する場合には、 当社の指⽉に従い、当社の指

定する業者に委託して本物件を廃棄しなけれ

ばならないものとします。 但し、その際の費

⽉は買主の負担とし、当社は、買主の費⽉負

担が最⽉限となるよう努めるものとします。  

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防⽉

を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了する

場合には、 事前に当社に連絡するものとしま

す。また、本物件の処分にかかる費⽉は買主の

負担とします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 15 条（ 損害賠償責任）  

 

買主⽉は当社は、 本契約に違反することによ

り、相⽉⽉に損害を与えたときは、本件売買

代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主⽉は当社

は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えた

買主⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、本

件売買代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主⽉は当

社は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

 



ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

WOTA BOX 売買契約約款 

第 16 条（ 目的外使用の禁止）  

 

1. 買主及び当社は、本物件が、事業者による

浄⽉装置及びシャワーとしての⽉般的使⽉

（災害等の  緊急時において公衆の⽉に供する

場合を含む。以下「本使⽉⽉的」という。）

を⽉的として設  計・製造されているものであ

ることを確認します。  

1. 買主及び当社は、本物件が、事業者によるシ

ャワーとしての⽉般的使⽉（災害等の  緊急時に

おいて公衆の⽉に供する場合を含む。以下「本

使⽉⽉的」という。）を⽉的として設  計・製造

されているものであることを確認します。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 29 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定し  た場合は、 以下の当社のウェブペ

ージにて適⽉時期とともに掲⽉し、買主が適

⽉時期を経過して  もなお 本物品の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions
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当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

し  た場合は、当社の ウェブサイト にて適⽉時期

とともに掲⽉し、買主が適⽉時期を経過して  も

なお本物件の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。   

 

WO SH 売買契約約款 

第 30 条（ 付則）  

本約款は、 2022 年 12⽉22⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2022 年 12⽉22⽉以降に締結さ

れる本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式

会社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4

月 1 日以降、改定された内容が本契約に適用さ

れるものとします  

 

 



2022 年 12 月 21 日以前に WOTA からご購入されたお客様向け  

新旧対照表【 WO SH 売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WO SH 売買契約約款 

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WO SH 売買契約約款 

第 14 条（ 処分）  

 

 

 

 

 

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防

⽉を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了

する場合には、 当社の指⽉に従い、当社の指

定する業者に委託して本物件を廃棄しなけれ

ばならないものとします。 但し、その際の費

⽉は買主の負担とし、当社は、買主の費⽉負

担が最⽉限となるよう努めるものとします。  

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防⽉

を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了する

場合には、 事前に当社に連絡するものとしま

す。また、本物件の処分にかかる費⽉は買主の

負担とします。  

 

WO SH 売買契約約款 

第 15 条（ 損害賠償責任）  

 

買主⽉は当社は、 本契約に違反することによ

り、相⽉⽉に損害を与えたときは、本件売買

代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主⽉は当社

は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

買主⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、本

件売買代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主⽉は当

社は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

 

WO SH 売買契約約款 

第 29 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定した場合は、 以下の当社のウェブペ

ージにて適⽉時期とともに掲⽉し、買主が適

⽉時期を経過して  もなお 本物品の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  
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当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

した場合は、当社の ウェブサイト にて適⽉時期

とともに掲⽉し、買主が適⽉時期を経過して  も

なお本物件の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。   

 

WO SH 売買契約約款 

第 30 条（ 付則）  

本約款は、 202 0 年 11⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2020 年 11⽉1⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式

会社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4

月 1 日以降、改定された内容が本契約に適用さ

れるものとします  

 

 



新旧対照表【 WO SH 純正品売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WO SH 純正品売買契約約款 

第 6 条（ 所有権）  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

⽉の全額の⽉払を完了した時に、当社からお

客様に移転するものとします。但し、純正品

のうちフィルター類については、お客様は、

使⽉した後は、  次項の定めに従い、当社に返

送しなければならないものとします。また、

お客様は、本契約及び  当社がお客様に提供す

る純正品の取扱説明書等（随時改定される内

容を含み、以下「マニュア  ル」といいま

す。）に定める条件を遵守しなければならな

いものとします。   

2.純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属します。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指 ⽉がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送⽉伝

票（着 払伝票）を ⽉いて、当社宛に発送する

ものとします。  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代 ⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、純正品のうち

フィルター類については、お客様は、使 ⽉した

後は、  次項の定めに従い、当社に返送しなけれ

ばならないものとします。また、お客様は、本

契約及び 当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア  

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。   

2.交換された使用済みのフィルターは、当社指

定の返送先へ返送するか、又はお住まいの自治

体のルールに従って適切に廃棄してください。

なお、お客様ご自身で廃棄される場合、使用済

みフィルターの廃棄にかかる費用はお客様の負

担となります。  

 

WO SH 純正品売買契約約款 

第 11 条（ 残存効）  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第

６条（所有権）第１項、第７条（担保責

任）、第８条（製  造物責任）、第 10 条（純

正品）、第 11 条（有効期間）第２項 、第 12

条（解除及び期限の利益喪  失）第２項、第 14

条（損害賠償責任）、第 15 条（⽉的外使⽉の

禁⽉）、第 16 条（その他禁⽉事  項）、第 17

条（免責）、第 18 条（遅延損害⽉）、第 19

条（公正証書）、第 23 条（準拠法）、第  25

条（合意管轄）、第 26 条（特約条項）、及び

第 27 条（改定）の規定は引き続き効⽉を有す

るものとします。また、第 21 条（守秘義務）

については、当該条項の定めのとおり、効⽉

を有するものとします。  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第６条

（所有権）第１項、第７条（担保責任）、第８

条（製  造物責任）、第 10 条（純正品）、第 11

条（ 残存効）、第 12 条（解除及び期限の利益

喪 失）第２項、第 14 条（損害賠償責任）、第

15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）、第 16 条（その他

禁⽉事 項）、第 17 条（免責）、第 18 条（遅

延損害⽉）、第 19 条（公正証書）、第 23 条

（準拠法）、第  25 条（合意管轄）、第 26 条

（特約条項）、及び第 27 条（改定）の規定は

引き続き効⽉を有するものとします。また、第

21 条（守秘義務）については、当該条項の定め

のとおり、効⽉を有するものとします。  

 

WO SH 純正品売買契約約款 

第 12 条（ 解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WO SH 純正品売買契約約款 

第 14 条（ 損害賠償責任）  

 

お客様⽉は当社は、 本契約に違反することに

より、相⽉⽉に損害を与えたときは、当該損

害に関 する売買代⽉総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

お客様⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、

当該損害に関 する売買代⽉総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

 



す。但し、お客  様⽉は当社は、第 10 条（そ

の他禁⽉事項）⽉は第 15 条（守秘義務）に定

める義務の違反により相  ⽉⽉に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

す。但し、お客  様⽉は当社は、第 16 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 21 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相  ⽉⽉に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの

とします。  

WO SH 純正品売買契約約款 

第 17 条（ 免責）  

お客様が、第 15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）及び

前条（その他禁⽉事項）の規定に違反した場

合は、  当社は、理由の如何を問わず、当該⽉

的外使⽉⽉は違反⽉為によってお客様⽉は第

三者に⽉じた  損害を賠償する責任を負わない

ものとします。また、当社は、お客様が第 ９

条（⽉的外使⽉の禁⽉）及び前条（その他禁

⽉事項）の規定に違反した場合には、その理

由の如何を問わず、純正品  の供給を中⽉する

ことができるものとします。  

お客様が、第 15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）及び

前条（その他禁⽉事項）の規定に違反した場合

は、  当社は、理由の如何を問わず、当該⽉的外

使⽉⽉は違反⽉為によってお客様⽉は第三者に

⽉じた  損害を賠償する責任を負わないものとし

ます。また、当社は、お客様が第 15 条（⽉的

外使⽉の禁⽉）及び前条（その他禁⽉事項）の

規定に違反した場合には、その理由の如何を問

わず、純正品  の供給を中⽉することができるも

のとします。  

 

WO SH 純正品売買契約約款 

第 27 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できる  ものとします。改定した場合は、 以

下の当社ホームページ にて適⽉時期とともに

掲⽉し、お客様  が適⽉時期を経過してもなお

本物品の使⽉を継続した場合には、改定され

た本約款に同意したも  のとみなします。  

https://wota -store.com  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

る  ものとします。改定した場合は、当社 ウェブ

サイト にて適⽉時期とともに掲⽉し、お客様  が

適⽉時期を経過してもなお 本物件の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも  

のとみなします。   

 

WO SH 純正品売買契約約款 

第 28 条（ 付則）  

本約款は、 202 0 年 12⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2020 年 12⽉1⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に当社のウェ

ブサイト上に公開され、 2026 年 4 月 1 日以

降、改訂された内   容が本契約に適用される

ものとします。  

 

 



新旧対照表【 WOTA BOX 売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 売買契約約款 

第 6 条（ 所有権）  

 

 

 

1.本物件の所有権は、買主が、本件売買代⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社から買主

に移転する  ものとします。但し、買主は、本

契約⽉は当社が買主に提供する本物件の取扱

説明書等（随時改定  される内容を含み、以下

「マニュアル」といいます。）に定める条件

を遵守しなければならないも  のとします。   

2．  前項の定めに拘わらず、本物件の取扱説

明書記載の「フィルター 5」及び「フィルター

6」（これ  らのハウジング、 RO 膜及び専⽉ケ

ース（本物品の取扱説明書記載の「フィルタ

ーセット B」を指  します。以下同じ。）を含

みます。）⽉式については当社から買主への

貸与品とし、メンテナンス  によりこれらを交

換した後の使⽉済の「フィルター 5」及び「フ

ィルター 6」は、⽉式を専⽉ケース  に⽉れ

て、速やかに⽉に返却しなければならないも

のとします。買主が「フィルター 5」及び  

「フィルター 6」を追加購⽉する場合には、当

社は、専⽉ケースに収納された使⽉済の「フ

ィル  ター 5」及び「フィルター 6」の返却を確

認後、専⽉ケースに⽉れ、配送するものとし

ます。但し、  「フィルター 5」及び「フィル

ター 6」の最⽉購⽉数については、買主の使⽉

状況を加味し、個別に  当社が判断することと

します。  

1.本物件の所有権は、買主が、本件売買代⽉の

全額の⽉払を完了した時に、当社から買主に移

転する  ものとします。但し、買主は、本契約⽉

は当社が買主に提供する本物件の取扱説明書等

（随時改定  される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないも  のとします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 12 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 14 条（ 処分）  

 

 

 

 

 

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防

⽉を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了

する場合には、 当社の指⽉に従い、当社の指

定する業者に委託して本物件を廃棄しなけれ

ばならないものとします。 但し、その際の費

⽉は買主の負担とし、当社は、買主の費⽉負

担が最⽉限となるよう努めるものとします。  

2. 適正な資源の再利⽉及び不適切な処理の防⽉

を図るため、買主は、本物件の使⽉を終了する

場合には、 事前に当社に連絡するものとしま

す。また、本物件の処分にかかる費⽉は買主の

負担とします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 15 条（ 損害賠償責任）  

 

買主⽉は当社は、 本契約に違反することによ

り、相⽉⽉に損害を与えたときは、本件売買

代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなければ

ならないものとします。但し、買主⽉は当社

は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えた

買主⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反する

ことにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、本

件売買代⽉の合計⽉額を限度として賠償しなけ

ればならないものとします。但し、買主⽉は当

社は、第 17 条（その他禁⽉事項）、第 22 条

（守秘義務）⽉は第 23 条（知的財産権）に定

める義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

 



ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

きは、全ての損害につき賠償する責任を負うも

のとします。  

WOTA BOX 売買契約約款 

第 16 条（ 目的外使用の禁止）  

 

1. 買主及び当社は、本物件が、事業者による

浄⽉装置及びシャワーとしての⽉般的使⽉

（災害等の  緊急時において公衆の⽉に供する

場合を含む。以下「本使⽉⽉的」という。）

を⽉的として設  計・製造されているものであ

ることを確認します。  

1. 買主及び当社は、本物件が、事業者によるシ

ャワーとしての⽉般的使⽉（災害等の  緊急時に

おいて公衆の⽉に供する場合を含む。以下「本

使⽉⽉的」という。）を⽉的として設  計・製造

されているものであることを確認します。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 29 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款の内容を改定できるものとしま

す。改定した場合は、 以下の当社のウェブペ

ージにて適⽉時期とともに掲⽉し、買主が適

⽉時期を経過して  もなお 本物品の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

https://files.wota.work/terms_conditions

/ 

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款の内容を改定できるものとします。改定

した場合は、当社の ウェブサイト にて適⽉時期

とともに掲⽉し、買主が適⽉時期を経過して  も

なお本物件の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。  

 

WOTA BOX 売買契約約款 

第 30 条（ 付則）  

本約款は、 202 1 年 12⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2021 年 12⽉1⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に WOTA 株式

会社のウェブサイト上に公開され、 2026 年 4

月 1 日以降、改定された内容が本契約に適用さ

れるものとします  

 

 



新旧対照表【 WOTA BOX 純正品売買契約約款】  

対象約款  旧  新  

WOTA BOX 純正品売買契約約款 

第 6 条（ 所有権）  

 

 

 

1.  純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

⽉の全額の⽉払を完了した時に、当社からお

客様に移転するものとします。 但し、純正品

のうちフィルター類については、お客様は、

使⽉した後は、  次項の定めに従い、当社に返

送しなければならないものとします。また、

但し、お客様は、本契約及び  当社がお客様に

提供する純正品の取扱説明書等（随時改定さ

れる内容を含み、以下「マニュア  ル」といい

ます。）に定める条件を遵守しなければなら

ないものとします。   

2. 純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属し  ます。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指⽉がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送⽉伝

票（着払伝票）を⽉いて、当社宛に発送する

ものとします。  

3.   前項の定めに拘わらず、本物件の取扱説

明書記載の「フィルター 5」及び「フィルター

6」（これらのハウジング、 RO 膜及び専⽉ケ

ース（本物品の取扱説明書記載の「フィルタ

ーセット B」を指す。以下同じ。）を含

む。）⽉式については当社からお客様への貸

与品とし、メンテナンスによりこれらを交換

した後の使⽉済の「フィルター 5」及び「フィ

ルター 6」は、⽉式を専⽉ケースに  ⽉れて、

速やかに⽉に返却しなければならないものと

します。お客様が「フィルター 5」及び    

「フィルター 6」を追加購⽉する場合には、当

社は、専⽉ケースに収納された使⽉済の「フ

ィル   ター 5」及び「フィルター 6」の返却を

確認後、専⽉ケースに⽉れ、配送するものと

します。但  し、「フィルター 5」及び「フィ

ルター 6」の最⽉購⽉数については、お客様の

使⽉状況を加味   し、個別に当社が判断する

こととします 。  

1.  純正品の所有権は、お客様が、本件売買代⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、お客様は、本

契約及び 当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア  

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。   

2. 交換された使用済みのフィルター のうち、フ

ィルター 5 及びフィルター 6 については、専用

ケースに入れて当社指定の返送先へ返送する

か、又はお住まいの自治体のルールに従って適

切に廃棄してください。 その他のフィルターに

ついては、お住まいの自治体のルールに従って

適切に廃棄してください。 なお、お客様ご自身

で廃棄される場合、使用済みフィルターの廃棄

にかかる費用はお客様の負担となります。  

 

 

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 11 条（ 残存効）  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第

６条（所有権）第１項、第７条（担保責

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第６条

（所有権）第１項、第７条（担保責任）、第８

 



任）、第８条（製  造物責任）、第 10 条（純

正品）、第 11 条（有効期間）第２項 、第 12

条（解除及び期限の利益喪  失）第２項、第 14

条（損害賠償責任）、第 15 条（⽉的外使⽉の

禁⽉）、第 16 条（その他禁⽉事  項）、第 17

条（免責）、第 18 条（遅延損害⽉）、第 19

条（公正証書）、第 23 条（準拠法）、第  25

条（合意管轄）、第 26 条（特約条項）、及び

第 27 条（改定）の規定は引き続き効⽉を有す

る  ものとします。また、第 21 条（守秘義

務）については、当該条項の定めのとおり、

効⽉を有する  ものとします。  

条（製  造物責任）、第 10 条（純正品）、第 11

条（残存効） 、第 12 条（解除及び期限の利益

喪 失）第２項、第 14 条（損害賠償責任）、第

15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）、第 16 条（その他

禁⽉事 項）、第 17 条（免責）、第 18 条（遅

延損害⽉）、第 19 条（公正証書）、第 23 条

（準拠法）、第  25 条（合意管轄）、第 26 条

（特約条項）、及び第 27 条（改定）の規定は

引き続き効⽉を有する  ものとします。また、第

21 条（守秘義務）については、当該条項の定め

のとおり、効⽉を有する  ものとします。  

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 12 条（ 解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1) 本約款または本契約の一つにでも 違反し

たとき。  

1.(1) 本約款または本契約のいずれかの規定に違

反したとき。  
 

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 14 条（ 損害賠償責任）  

 

お客様⽉は当社は、 本契約に違反することに

より、相⽉⽉に損害を与えたときは、当該損

害に関 する売買代⽉総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客  様⽉は当社は、第 10 条（そ

の他禁⽉事項）⽉は第 15 条（守秘義務）に定

める義務の違反により相  ⽉⽉に損害を与えた

ときは、全ての損害につき賠償する責任を負

うものとします。  

お客様⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、

当該損害に関 する売買代⽉総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客  様⽉は当社は、第 16 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 21 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相  ⽉⽉に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの

とします。  

 

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 15 条（ 損害賠償責任）  

1. お客様及び当社は、本物件が、事業者によ

る浄⽉装置及びシャワーとしての⽉般的使⽉

（災害等の緊急時において公衆の⽉に供する

場合を含む。以下「本使⽉⽉的」という。）

を⽉的として設計・製造されているものであ

ることを確認します。  

1. お客様及び当社は、本物件が、事業者による

シャワーとしての⽉般的使⽉（災害等の緊急時

において公衆の⽉に供する場合を含む。以下

「本使⽉⽉的」という。）を⽉的として設計・

製造されているものであることを確認します。  

 

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 17 条（ 免責）  

お客様が、第 15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）及び

前条（その他禁⽉事項）の規定に違反した場

合は、  当社は、理由の如何を問わず、当該⽉

的外使⽉⽉は違反⽉為によってお客様⽉は第

三者に⽉じた  損害を賠償する責任を負わない

ものとします。また、当社は、お客様が第 ９

条（⽉的外使⽉の禁  ⽉）及び前条（その他禁

⽉事項）の規定に違反した場合には、その理

由の如何を問わず、純正品  の供給を中⽉する

ことができるものとします。  

お客様が、第 15 条（⽉的外使⽉の禁⽉）及び

前条（その他禁⽉事項）の規定に違反した場合

は、  当社は、理由の如何を問わず、当該⽉的外

使⽉⽉は違反⽉為によってお客様⽉は第三者に

⽉じた  損害を賠償する責任を負わないものとし

ます。また、当社は、お客様が第 15 条（⽉的

外使⽉の禁 ⽉）及び前条（その他禁⽉事項）の

規定に違反した場合には、その理由の如何を問

わず、純正品  の供給を中⽉することができるも

のとします。  

 

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 27 条（ 改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できる  ものとします。改定した場合は、 以

下の当社ホームページ にて適⽉時期とともに

掲⽉し、お客様  が適⽉時期を経過してもなお

本物品の使⽉を継続した場合には、改定され

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

る  ものとします。改定した場合は、当社 ウェブ

サイト にて適⽉時期とともに掲⽉し、お客様  が

適⽉時期を経過してもなお 本物件の使⽉を継続

した場合には、改定された本約款に同意したも

 



た本約款に同意したものとみなします。  

https://store.wota.co.jp/  

のとみなします。   

WO TA BOX純正品売買契約約款 

第 28 条（ 付則）  

本約款は、 202 1 年 12⽉1⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

1.  本約款は、 2021 年 12⽉1⽉以降に締結され

る本契約について適⽉されます。  

2.  本約款は、 2026 年 3 月 3 日に当社のウェ

ブサイト上に公開され、 2026 年 4 月 1 日以

降、改訂された内   容が本契約に適用される

ものとします。  

 

 



レンタル契約で定額プランをご利用されているお客様向け  

新旧対照表【 WOSH 純正品売買契約約款（定額プラン用）】  

対象約款  旧  新 

WOSH 純正品売買契約約款（定

額プラン用）  

第１条（純正品売買契約の成

立）  

 

1.お客様は、当社の定める⽉続に従い、 北良

株式会社が運営する当社製品のショッピング

サイト（ https:// wota -store.com 以下「本件

サイト」といいます。）を通じて、純正品の

購⽉を申し込むことができます。なお、当社

は、お客様の利便性の向上のため、申込⽉続

の仕様等を随時変更することがあります。  

1.お客様は、当社の定める⽉続に従い、 当社が

運営する当社製品のショッピングサイト

（ https:// wota -store.com 以下「本件サイト」

といいます。）を通じて、純正品の購⽉を申し

込むことができます。なお、当社は、お客様の

利便性の向上のため、申込⽉続の仕様等を随時

変更することがあります。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第２条（定額プラン料⽉及び売

買代⽉）  

 

 

 

2.定額プラン料⽉の請求は、 本件サイトを運

営する北良株式会社を当社の請求代⽉業者と

して 、請求するものとします。定額プランの

料⽉及び純正品の売買代⽉の⽉払いについ

て、お客様は、 北良株式会社が指定する期⽉

までに、注⽉時に選択した⽉払⽉法により、

定額プランの料⽉⽉は売買代⽉の総額及び消

費税並びに送料等（以下「本件売買代⽉」と

いいます。）の⽉払いを済ませるものとしま

す。当該期⽉までにお客様による⽉払いがな

い場合、当該申込みに基づく純正品の売買契

約は、⽉動的に解除されることがあります。  

2.定額プラン料⽉の請求は、 当社が請求するも

のとします。定額プランの料⽉及び純正品の売

買代⽉の⽉払いについて、お客様は、 当社が指

定する期⽉までに、注⽉時に選択した⽉払⽉法

により、定額プランの料⽉⽉は売買代⽉の総額

及び消費税並びに送料等（以下「本件売買代

⽉」といいます。）の⽉払いを済ませるものと

します。当該期⽉までにお客様による⽉払いが

ない場合、当該申込みに基づく純正品の売買契

約は、⽉動的に解除されることがあります。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第５条（純正品の引渡し）  

1.当社は、 ⽉ら⽉は北良株式会社を通じて、

お客様が注⽉時に指定した⽉本国内の引渡場

所において、純正品をお客様に引き渡すもの

とします。海外発送は致しません。  

2. 第 15 条（不可抗⽉）に定める不可抗⽉、運

送中の事故、労働争議、その他当社に故意⽉

は重⽉な過失が認められない事由によって純

正品の引渡しが遅延したときは、当社 及び北

良株式会社は、⽉切の責任を負わないものと

します。  

1.当社は、お客様が注⽉時に指定した⽉本国内

の引渡場所において、純正品をお客様に引き渡

すものとします。海外発送は致しません。  

2. 第 15 条（不可抗⽉）に定める不可抗⽉、運

送中の事故、労働争議、その他当社に故意⽉は

重⽉な過失が認められない事由によって純正品

の引渡しが遅延したときは、当社は、⽉切の責

任を負わないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第７条（検査）  

 

1.お客様は、純正品の引渡後、７⽉以内に純

正品を検査し、当社 に代わって通知の受付を

⽉う北良株式会社に対して合格⽉は不合格の

通知を⽉わなければならないものとします。  

2. お客様は、前項の検査により純正品につ

き、種類、品質⽉は数量が本契約の内容に適

合しないこと（以下「契約不適合」といいま

す。）を発⽉したときは、直ちにその理由を

記載した書⽉をもって 北良株式会社に不合格

の通知をしなければならないものとします。

かかる通知がなされないまま前項の期間が経

過したときは、純正品が検査に合格したもの

とみなします。  

1.お客様は、純正品の引渡後、７⽉以内に純正

品を検査し、当社に対して合格⽉は不合格の通

知を⽉わなければならないものとします。  

2. お客様は、前項の検査により純正品につき、

種類、品質⽉は数量が本契約の内容に適合しな

いこと（以下「契約不適合」といいます。）を

発⽉したときは、直ちにその理由を記載した書

⽉をもって 当社に不合格の通知をしなければな

らないものとします。かかる通知がなされない

まま前項の期間が経過したときは、純正品が検

査に合格したものとみなします。  

3. 当社は、検査の結果、不合格となったものに

ついては、当社の費⽉負担で引き取り、お客様



3. 当社は、検査の結果、不合格となったもの

については、当社の費⽉負担で引き取り、お

客様と北良株式会社が協議して決定した期限

までに代品納⽉を⽉わなければならないもの

とします。  

4. 前項の規定に拘わらず、当社は、 ⽉ら⽉は

北良株式会社を通じて、 お客様による検査結

果に関し、疑義⽉は異議のあるときは、遅滞

なく書⽉によりその旨を申し出ることがで

き、その場合、お客様と当社は、協議のうえ

解決するものとします。  

と協議して決定した期限までに代品納⽉を⽉わ

なければならないものとします。  

4. 前項の規定に拘わらず、当社は、お客様によ

る検査結果に関し、疑義⽉は異議のあるとき

は、遅滞なく書⽉によりその旨を申し出ること

ができ、その場合、お客様と当社は、協議のう

え解決するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）   

第８条（所有権）  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代

⽉の全額の⽉払を完了した時に、当社 ⽉は北

良株式会社（在庫状況により、北良株式会社

の在庫を提供することがあります。） からお

客様に移転するものとします。但し、 純正品

のうちフィルター類については、お客様は、

使⽉した後は、次項の定めに従い、当社に返

送しなければならないものとします。また、

お客様は、本契約及び当社がお客様に提供す

る純正品の取扱説明書等（随時改定される内

容を含み、以下「マニュアル」といいま

す。）に定める条件を遵守しなければならな

いものとします。  

2. 純正品が梱包されたボックス（以下「本件

ボックス」といいます。）の所有権は、当社

に帰属します。お客様が本物件の純正品を交

換した場合には、お客様は、本物件に純正品

が収納されていた本件ボックスに、交換済の

純正品を梱包し、当社の別段の指⽉がない限

り、本件ボックスに同梱されている返送⽉伝

票（着払伝票）を⽉いて、当社宛に発送する

ものとします。  

1.純正品の所有権は、お客様が、本件売買代⽉

の全額の⽉払を完了した時に、当社からお客様

に移転するものとします。但し、お客様は、本

契約及び当社がお客様に提供する取扱説明書等

（随時改定される内容を含み、以下「マニュア

ル」といいます。）に定める条件を遵守しなけ

ればならないものとします。  

 

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）   

第９条（担保責任）  

 

1.お客様は、純正品に契約不適合（品質に関

するものに限ります。）を発⽉し、かつそれ

が第７条第１項に定める検査において容易に

発⽉することができなかった場合は、純正品

の引渡時から６ヶ⽉以内に限り、お客様は当

社⽉は北良株式会社に対して、⽉書をもって

当社に通知することで無償の修理を請求する

ことができるものとします。  

2. 前項の通知を当社が受けた場合、当社 ⽉は

北良株式会社は純正品を調査します。お客様

の通知どおりに契約不適合の存在が当社にお

いて確認できた場合、それがお客様の責めに

1.お客様は、純正品に契約不適合（品質に関す

るものに限ります。）を発⽉し、かつそれが第

７条第１項に定める検査において容易に発⽉す

ることができなかった場合は、純正品の引渡時

から６ヶ⽉以内に限り、お客様は当社に対し

て、⽉書をもって通知することで無償の修理を

請求することができるものとします。  

2. 前項の通知を当社が受けた場合、当社は純正

品を調査します。お客様の通知どおりに契約不

適合の存在が当社において確認できた場合、そ

れがお客様の責めに帰すべき事由による場合を

除き、当社は、当社の選択に従い、契約不適合



帰すべき事由による場合を除き、当社は、当

社の選択に従い、契約不適合のある純正品を

無償で修理するか、本契約の内容に適合する

純正品に無償で交換するものとします。  

3. 本条は純正品の契約不適合について当社の

責任を定めた唯⽉の規定であり、これ以外の

いかなる損害についても当社は負担しませ

ん。第１項所定の期間内に当社 ⽉は北良株式

会社がお客様よりなんらの通知も受領しない

場合、お客様は純正品の契約不適合について

当社に対しなんら請求することはできないも

のとします。  

 

のある純正品を無償で修理するか、本契約の内

容に適合する純正品に無償で交換するものとし

ます。  

3. 本条は純正品の契約不適合について当社の責

任を定めた唯⽉の規定であり、これ以外のいか

なる損害についても当社は負担しません。第１

項所定の期間内に当社がお客様よりなんらの通

知も受領しない場合、お客様は純正品の契約不

適合について当社に対しなんら請求することは

できないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 13 条（ 残存効）  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了

原因の如何を問いません。）であっても、お

客様が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第

８条（所有権）第１項、第９条（担保責

任）、第 10 条（製  造物責任）、第 12 条（純

正品）、第 13 条（有効期間）第２項 、第 14

条（解除及び期限の利益喪  失）第２項、第 16

条（損害賠償責任）、第 17 条（⽉的外使⽉の

禁⽉）、第 18 条（その他禁⽉事  項）、第 19

条（免責）、第 20 条（遅延損害⽉）、第 21

条（公正証書）、第 25 条（準拠法）、第  27

条（合意管轄）、第 28 条（特約条項）、及び

第 29 条（改定）の規定は引き続き効⽉を有す

る  ものとします。また、第 23 条（守秘義

務）については、当該条項の定めのとおり、

効⽉を有する  ものとします。  

本契約の全部⽉は⽉部が終了した場合（終了原

因の如何を問いません。）であっても、お客様

が 本物件を保有⽉は使⽉される限り、第８条

（所有権）第１項、第９条（担保責任）、第 10

条（製  造物責任）、第 12 条（純正品）、第 13

条（残存効） 、第 14 条（解除及び期限の利益

喪 失）第２項、第 16 条（損害賠償責任）、第

17 条（⽉的外使⽉の禁⽉）、第 18 条（その他

禁⽉事 項）、第 19 条（免責）、第 20 条（遅

延損害⽉）、第 21 条（公正証書）、第 25 条

（準拠法）、第  27 条（合意管轄）、第 28 条

（特約条項）、及び第 29 条（改定）の規定は

引き続き効⽉を有する  ものとします。また、第

23 条（守秘義務）については、当該条項の定め

のとおり、効⽉を有する  ものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 14 条（解除及び期限の利益

喪失）  

1.(1)本約款⽉は本契約の⽉つにでも 違反した

とき。  

2.お客様が前項各号のいずれかに該当した場

合、お客様は当然に本契約、その他の契約か

ら⽉じる⽉切の債務について期限の利益を失

い、お客様は当社 ⽉は当社の請求代⽉業者で

ある北良株式会社に対して、その時点におい

てお客様が負担する⽉切の債務を直ちに⽉括

して弁済しなければならないものとします。  

1.(1)本約款⽉は本契約のいずれかの規定に違反

したとき。  

2.お客様が前項各号のいずれかに該当した場

合、お客様は当然に本契約、その他の契約から

⽉じる⽉切の債務について期限の利益を失い、

お客様は当社に対して、その時点においてお客

様が負担する⽉切の債務を直ちに⽉括して弁済

しなければならないものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 16 条（損害賠償責任）  

お客様⽉は当社は、 本契約に違反することに

より、相⽉⽉に損害を与えたときは、当該損

害に関する売買代⽉総額を限度として、その

損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様⽉は当社は、第 12 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 17 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたと

きは、全ての損害につき賠償する責任を負う

お客様⽉は当社は、 本約款又は本契約に違反す

ることにより、相⽉⽉に損害を与えたときは、

当該損害に関する売買代⽉総額を限度として、

その損害を賠償しなければならないものとしま

す。但し、お客様⽉は当社は、第 18 条（その

他禁⽉事項）⽉は第 23 条（守秘義務）に定め

る義務の違反により相⽉⽉に損害を与えたとき

は、全ての損害につき賠償する責任を負うもの



ものとします。  

 

とします。  

 

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 26 条（通知、報告事項）  

1.お客様は、お客様の住所、⽉名、商号⽉は

代表者のいずれかに変更が⽉じたときは、直

ちに書⽉で当社及び北良株式会社に通知する

ものとします。  

1.お客様は、お客様の住所、⽉名、商号⽉は代

表者のいずれかに変更が⽉じたときは、直ちに

書⽉で当社に通知するものとします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 29 条（改定）  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従

い、本約款（別紙を含みます。）の内容を改

定できるものとします。改定した場合は、 以

下の当社のウェブページ にて適⽉時期ととも

に掲⽉し、お客様が適⽉時期を経過してもな

お本物品の使⽉を継続した場合には、改定さ

れた本約款に同意したものとみなします。  

https:// wota -store.com  

当社は、必要に応じて、適⽉ある法令に従い、

本約款（別紙を含みます。）の内容を改定でき

るものとします。改定した場合は、当社の ウェ

ブサイト にて適⽉時期とともに掲⽉し、お客様

が適⽉時期を経過してもなお 本物件の使⽉を継

続した場合には、改定された本約款に同意した

ものとみなします。  

WOSH 純正品売買契約約款 （定

額プラン用）  

第 30 条（付則）  

本約款は、 2021 年 7⽉29⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

 

1.本約款は、 2021 年 7⽉29⽉以降に締結される

本契約について適⽉されます。  

2.本約款は、 2026 年 3 月 3 日に当社のウェブ

サイト上に公開され、 2026 年 4 月 1 日以降、

改訂された内容が本契約に適用されるものとし

ます。  

 


